
● 次世代育成支援対策推進法に基づき、下記の通り行動計画を制定します

一般事業主行動計画
2022年4月1日 ～ 2025年3月31日実施期間

目標１ 2025年３月までに、所定外労働時間を１人あたり年間240時間未満とする。
対策 ①2022年４月～ 所定外労働の原因の分析し、管理者へ分析内容を

フィードバックし、目標に向けた対策を検討する
②2022年９月～ 社内報等を用いて、対策内容を職員全体で共有する
③2023年４月～ 問題点等を再検討し、対策を調整する

目標2 2025年３月までに、若者のインターンシップの受け入れを行う。
対策 ①2022年4月～ 受け入れ体制の検討及び各部門の体制づくり

②2022年9月～ 関係機関、学校との連携を図り、受け入れ開始

目標3 2025年３月までに、産前産後及び育児休業等諸制度を周知徹底をシステム化する。
対策 ①2022年4月～ 妊産婦を把握し、休業計画を作成

②2022年9月～ 該当者へ随時説明会を実施

目標1 2025年３月までに、所定外労働時間を１人あたり月20時間未満とする。
対策 ①2022年4月～ 各部門へ月毎に所定外労働時間の情報を提供する

各部門は、その情報を基に業務量のバランス、調整を行い是正する
②2022年9月～ 各部門の進捗状況を確認、目標達成に向け修正する

目標2 2025年3月までに、ハラスメント相談窓口の周知と管理者研修を年１回行う。
対策 ①2022年4月～ 社内報等を用いて、相談窓口の周知を図る

②2022年9月～ 管理者向けのハラスメント研修の計画と年１回の実施

● 女性活躍推進法に基づき、下記の通り行動計画を制定します

女性の職業生活における活躍に関する情報公開について

社会医療法人 長崎記念病院

年 度 対象者 取得者 復帰者 取得率 復帰率 短時間者

H30年度 6名 6名 5名 100％ 83.3％ 3名

H31年度 8名 8名 5名 100％ 62.5％ 1名

R2年度 13名 13名 11名 100％ 84.6％ 2名


